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誓 約 書 
                                    年  月  日 

 

 

加須市長        様 

 

                 住 所   

                                 名 称   

                                 代表者の役職・氏名              

 

 

  加須市暴力団排除条例（平成２４年加須市条例第 51 号）第１条の規定の目的を踏まえ，

下記事項について誓約いたします。 

 これらが，事実と相違することが判明した場合には，当該事実に関して貴市が行う一切の

措置について異議の申し立てを行いません。 

 なお，各種申込資格等の確認のため，貴市が埼玉県警察本部に照会することについて承諾

します。 

記 

１ 個人又は法人の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員ではありません。 

 

                                                     はい ・ いいえ 

                           （いずれかを○で囲む） 

 

２ 次のいずれかに該当する者ではありません。  

 (1) 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者 

 (2) 暴力団員以外の者が代表取締役を務めているが，実質的には暴力団員がその運営を支

配している事業者 

 (3) 暴力団員であることを知りながら，その者を雇用し，又は使用している者（事業者を

含む。） 

 (4) 暴力団員であることを知りながら，その者と下請契約又は資材，原材料の購入契約等

を締結している者（事業者を含む。） 

 (5) 暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者 

 (6) 役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難さ

れるべき関係を有している者（事業者を含む。） 

 

                                                        はい ・ いいえ 

                            （いずれかを○で囲む） 
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（誓約書裏面） 

 

○ 加須市暴力団排除条例（平成２４年加須市条例第51号）より抜粋 

 (市の責務) 

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民及び事業者(以

下「市民等」という。)の協力を得るとともに、埼玉県(以下「県」という。)及び暴力団員による不

当な行為の防止を目的とする団体と連携し、暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ計画的に実

施するものとする。 

(市民等の責務) 

第5条 市民は、基本理念にのっとり、相互に連携協力を図りながら、自主的に暴力団排除活動に

取り組むとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利す

ることとならないよう努めるとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう

努めるものとする。 

3 市民等は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、市又は警察に対し、当該

情報を積極的に提供するよう努めるものとする。 

(市の事業における措置) 

第6条 市は、その公共工事その他の事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を

講じるものとする。 

 

○ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）より抜粋 

 （定義） 

 第２条 この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

  (2)  暴力団 

     その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的

不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 

  (6)  暴力団員 

     暴力団の構成員をいう。 

 

 

 

 

 


